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当社の親会社および主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号および第4号の規定に基づき臨時報告書を提出するもので

す。 

  

１．親会社の異動 

（１）当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金および事業の内容 

親会社でなくなるもの 

 
  

（２）当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数および当社の総株主等の議

決権に対する割合 

 
 （注）異動前の総株主等の議決権に対する割合については、当社が平成23年11月7日に提出した第

14期四半期報告書記載の総株主の議決権の数106,548個を分母として計算しております。 

  

（３）当該異動の理由およびその年月日 

①異動の理由 

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）およびその100%出資の連結子会社であるパナ

ソニック電工株式会社（以下、パナソニック電工）が、パナソニックを吸収合併存続会社、パ

ナソニック電工を吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施致しましたことに伴い、パナソニッ

ク電工が所有する当社の全株式がパナソニックに継承されたことによるものであります。 

②異動の年月日 

平成24年1月1日 

  

２．主要株主の異動 

（１）当該異動に係る主要株主の名称 

イ．主要株主となるもの     パナソニック株式会社 

ロ．主要株主でなくなるもの  パナソニック電工株式会社 

  

（２）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数およびその総株主等の議決権に対する

割合 

 
 （注）異動前の総株主等の議決権に対する割合については、当社が平成23年11月7日に提出した第

14期四半期報告書記載の総株主の議決権の数106,548個を分母として計算しております。 

１ 【提出理由】

２ 【報告内容】

 ① 名称  パナソニック電工株式会社

 ② 住所  大阪府門真市大字門真1048番地

 ③ 代表者の氏名  代表取締役社長 長榮 周作

 ④ 資本金  148,513百万円

 ⑤ 事業の内容  電気・電子機器等の製造・販売

異動前 異動後

パナソニック電工株式会社
67,872個

（63.70％）
－個

（－％）

異動前 異動後

パナソニック株式会社
－個

（－％）
67,872個

（63.70％）

パナソニック電工株式会社
67,872個

（63.70％）
－個

（－％）



  
（３）当該異動の年月日 

 平成24年1月1日 

  

（４）その他の事項 

イ．本報告書提出日現在の資本金の額     1,040百万円 

ロ．本報告書提出日現在の発行済株式総数  10,656,000株 


